
○岡山市すこやか住宅リフォーム助成事業実施要綱 

 

(目的) 

第１条 この要綱は，身体的機能が低下した高齢者や重度身体障害者(以下「高齢者等」という。)が，

居宅において暮らしやすい生活ができるよう住宅を高齢者等の居住に適するように改造する場合，

その費用(以下「住宅改造費」という。)の一部を助成することによって，高齢者等の自立を助長す

るとともに，介助者の負担の軽減を図ることを目的とする。 

 

(助成対象者) 

第２条 この事業の対象者(以下「助成対象者」という。)は，本市内に居住しており，居住する住宅(家

主の承諾が得られる借家を含む。以下同じ。)の改造工事の必要があると認められる次の各号のい

ずれかに該当する者とする。ただし，その者の属する世帯員全員が納付すべき市税を完納している

こと及び岡山市高齢者住宅整備資金貸付金又は岡山市障害者住宅整備資金貸付金の債務者となっ

ている者の属する世帯の場合は債務者に滞納がないことを必要とする。 

(１) おおむね６０歳以上で身体機能の低下や身体の障害等のために日常生活を営むうえで介助を必

要とする者 

(２) 身体障害者手帳の交付を受けた視覚又は肢体(体幹機能含む)に障害を有する者のうち，その障

害の程度が１級又は２級の者で日常生活を営むうえで介助を必要とする者 

(３) その他市長が特に必要と認める者 

 

(助成対象工事) 

第３条 助成の対象とする住宅改造は，助成対象者が居住する住宅の浴室，洗面所，便所，玄関，廊

下，階段，居室及び台所のうち，助成対象者が利用する部分に関するもので，改造工事を行うこと

により助成対象者の自立が助長され，又は介助者の負担の軽減が図られるものでなければならない。 

２ 住宅改造費の助成は，次に掲げる改造工事には助成しないものとする。 

(１) 住宅の新築又は全面的な改築・増築工事 

(２) 住宅の購入価格に含まれる改造工事 

(３) 単に住宅を維持するだけの補修的な工事 

(４) 住宅改造費の助成申請前に着手又は完了している改造工事 

 



(助成金の額) 

第４条 住宅改造費の助成金の額（以下「助成額」とする）は，第３条に定める助成対象工事に要す

る費用のうち，市長が本要綱に照らして適当と認める額の５分の３の額とする。ただし，助成対象

者が生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯に属する場合等においては，別に定める額とす

る。 

２ 前項の助成額は６０万円を限度とする。 

３ 第１項の住宅改造費は，標準的な仕様に基づく住宅改造費を原則とし，かつ，次の各号に該当す

る費用又は福祉用具は含まないものとする。 

(１) 固定のための工事を伴わない機器等の購入に要する費用 

(２) 岡山市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱及び岡山市障害者日常生活用具給付事業実施要綱

並びに介護保険法により支給又は貸与される福祉用具 

４ 第１項の規定により算出した住宅改造費の助成金の額に１,０００円未満の端数を生じたときは，

その端数を切り捨てるものとする。 

 

(助成の制限) 

第５条 住宅改造費の助成は，原則として当該年度の予算の範囲内において実施するものとし，助成

対象者(同一世帯員を含む。)に対しては１回の助成を原則とする。 

 

(助成の申請) 

第６条 住宅改造費の助成を受けようとする者又はその者の属する世帯の生計中心者は，すこやか住

宅リフォーム助成申請書(様式第１号。以下「助成申請書」という。)に，次に掲げる書類を添えて

市長に提出するものとする。 

(１) 住宅改造工事計画書(図面等) 

(２) 工事見積書 

(３) 借家の場合は家主の承諾書(様式第２号)又は市長が別に定める承諾書 

(４) 借家の場合は賃貸借契約書の写し 

(５) 改造前の状況を示す写真等 

(６) 世帯員全員の前年度市民税・固定資産税納税証明書(前年度市民税が非課税の場合には非課税証

明書) 

(７) その他市長が必要と認める書類 



 

(助成の決定) 

第７条 市長は，前条の申請を受けたときは，前条各号の書類によりすこやか住宅リフォーム助成対

象者調査票(様式第３号)を作成し，申請者の身体状況及び家屋状況を実地調査のうえ住宅の改造の

必要性を検討して助成の可否，助成額等を決定する。 

２ 市長は，助成が適当と判断した場合は，すこやか住宅リフォーム助成決定通知書(様式第４号)を

当該申請者に送付し，すこやか住宅リフォーム助成券(様式第５号。以下「助成券」という。)を施

工業者に送付するものとし，助成が適当でないと判断した場合は，すこやか住宅リフォーム助成却

下決定通知書(様式第６号)を申請者に送付するものとする。 

 

(工事の着手) 

第８条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成利用者」という。)は，速やかに改造工

事に着手しなければならない。 

 

(工事内容の変更等) 

第９条 助成利用者は，第７条の規定による助成の決定後に改造工事の内容，住宅改造費の額等を変

更するときは，すこやか住宅リフォーム助成変更申請書(様式第７号。以下「助成変更申請書」と

いう。)に市長が必要と認める書類を添付して，市長に提出するものとする。 

２ 市長は，前項の申請があったときは，その内容を審査のうえ，変更の可否を決定し，変更を妥当

と判断した場合は，助成利用者にすこやか住宅リフォーム助成変更決定通知書(様式第８号)を送付

し，施工業者に先に送付した助成券と引き換えにすこやか住宅リフォーム変更助成券(様式第９号。

以下「変更助成券」という。)を送付するものとし，変更が妥当でないと判断した場合は，すこや

か住宅リフォーム助成変更却下通知書(様式第１０号)を助成利用者に送付するものとする。 

３ 再度工事内容等の変更をする場合は，新たに助成申請書を提出しなければならない。 

 

(工事完了確認) 

第１０条 助成利用者は，改造工事が完了したときは，速やかに市長に対して工事完了届(様式第１１

号)を提出し，市長は改造工事の完了状況を確認する。 

 

(助成金の交付) 



第１１条 業者は，工事が完了したときは，助成券を添えて第４条に定める助成額を市長に請求する

ものとする。 

 

(助成の取消し) 

第１２条 助成利用者は，改造工事が完了するまでの間に次に掲げる事由が生じた場合には，速やか

に助成変更申請書に当該事由を確認することができる書類を添付して，市長に提出しなければなら

ない。 

(１) 第２条に規定する助成対象者の要件に該当する者がいなくなったとき。 

(２) 助成利用者が住所を変更したとき(前号に該当する場合を除く。)又は行方不明のとき。 

(３) 改造を行う住宅を変更したとき。 

(４) 天災地変その他やむを得ない事由により改造工事を行うことが困難になったと認められるとき。 

(５) 前各号に掲げる事由以外の事由で住宅の改造工事を取り止め，又は中止したとき。 

２ 市長は，前項の申請があったときは，その内容を審査のうえ，速やかに助成の取消しを決定し，

助成利用者にすこやか住宅リフォーム助成決定取消通知書(様式第１２号)を送付するとともに，施

工業者には，助成券又は変更助成券と引き換えにすこやか住宅リフォーム助成決定取消連絡書(様

式第１３号)を送付するものとする。 

 

(助成金の返還) 

第１３条 市長は，助成利用者が次の各号のいずれかに該当するときは，助成の取消しを決定すると

ともに，既に助成金を交付しているときは，当該助成金の返還を命ずることができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。 

(２) 前条第１項の規定に違反したとき。 

２ 市長は，前項の規定により助成の取消しを決定したときは，助成利用者に返還すべき助成金の額，

返還期日等を併記したすこやか住宅リフォーム助成決定取消及び助成金返還決定通知書(様式第１

４号)により通知するものとする。 

 

(助成対象者が死亡した場合の助成金の交付) 

第１４条 助成対象者が改造工事完了前に死亡した場合は，第１２条の規定にかかわらず，助成対象

者と 死亡当時同居していた相続人(同居の相続人がいない場合は，その他の相続人)の請求に基づ

き，助成対象者が死亡した日現在の改造工事の出来高に応じて，助成金を交付することができるも



のとする。 

２ 前項の規定により助成金を交付する場合には，第４条第３項及び第９条から第１２条までの規定

を準用する。 

３ 助成対象者の相続人は，前項の規定に基づき申請等を行う場合には，助成対象者との続柄を確認

することができる書類等を添付しなければならない。 

 

(設備の維持管理) 

第１５条 助成利用者は，住宅改造費の助成により整備した設備(以下「改造設備」という。)につい

ては，最善の注意をもって維持管理しなければならない。 

２ 助成利用者が前項の注意を怠って改造設備を損壊した場合は，市長が必要と認める場合を除き，

新たな住宅改造費の助成は行わないものとする。 

 

(その他) 

第１６条 この要綱に定めるもののほか，事業実施に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は，平成２９年２月１日から施行する。 

２ 廃止前の，平成５年８月１３日市告示第２３２号に基づく岡山市すこやか住宅リフォーム助成

申請については，この要綱に基づいて申請されたものとみなして，この要綱の規定を適用する。 

附 則 

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

 



様式第1号(第6条関係)

　　　　　年　　　月　　　日

様

 １ ねたきり  ２ 介助により歩行可能 ３ 伝い歩き可能

 ４ 認知症  ５ ひとり暮らし ６ その他(  　　　            )

 障害等級 級該当 障害名

 ・自立 ・要支援(        ) ・要介護(        )

 ・浴室   ・洗面所   ・便所   ・玄関   ・廊下   ・階段   ・居室   ・台所   ・外部

円

 申 請 の 理 由（具体的に記入してください。）

明・大・昭・平・令  　   年     月     日

続　 柄

〒　　　－

担当者

住民基本台帳調査及び対象者・世帯員の課税状況・納税状況調査に同意します。

また，調査のための申請の家屋への立入調査に同意します。

上記申請に基づき本人面接調査及び家屋現況調査の結果，以下のとおり決定してよろしいか。

合わせて助成決定者 (非決定者 )へ決定 (却下 )通知書及び助成券を送付してよろしいか。

所　長 所長代理 所長補佐

主介助者生　 年 　月 　日

係　長

対
象
者
と
同
居
の
親
族

起案日

決裁日 　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日

主　任 課　員

℡　　　－

氏　　名

氏　　　　　　名

 １　助成を決定する

 ２　助成を却下する

 　　理由は却下通知書のとおり

明・大・昭・平・令  　   年     月     日

明・大・昭・平・令  　   年     月     日

明・大・昭・平・令  　   年     月     日

明・大・昭・平・令  　   年     月     日

施工業者
業 者 名

住    所

施工場所

工事内容
申 請 見 積 額 計

　岡山市

対　象　者 住　　所

住　　所 ℡　　　－

署名または記名押印

〒　　　－　　　　

対象者との続柄

す こ や か 住 宅 リ フ ォ ー ム 助 成 申 請 書

明・大・昭・平・令  　   年     月     日生年月日

身
体
状
況

高齢者の状況

身体障害者

介護保険認定

岡 山 市 長

氏　　名
申　請　者

 



 



様式第３号（第７条関係）

氏　名 男 ・ 女 生年月日

住　所

施工場所 所有形態

　・ 自　立

　・ 要支援（　  　）

　・ 要介護（　  　）

住宅改造工事に伴い貸与・支給を受ける福祉用具

続　柄 性　別 介 護 者

世帯主 男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

身体状況と日常生活動作

＜移動方法＞　　 A. 立位　  　B. 座位　  　C. 車いす　  　D.その他 （具体的に：                             　      　 　 　　）

 1. できる　　　　　2. 見守り等　　　　　3. 一部介助　　　　　4.全介助

助成対象工事

すこやか住宅リフォーム助成事業対象者調査票
調査日　　　　　　　年　　月　　　日

対象者

明・大・昭・平・令　　 年 　　月　 　日

　℡　　　     　－　　　　

　岡山市 持ち家 ・ 借家

介

護

保

険

認

定

身　   体   　障   　害   　者  　 手  　 帳  　 の  　 有  　 無

有　・　無
障害名又はその他の障害名及び等級

（　　　　　　　　　　　　　　　）認定有効期間
　肢体・視覚　（　　  級）

  　　  　 年　　月　　日まで

日常生活に支障をきたしている疾病名　（　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 入院・入所
機関名医師から指示されている生活上の制限　（　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

併用可能な制度について 　・ 介護保険　　　・ 日常生活用具　　　・ 併用しない　　　・ すこやか単独　

・ 介護保険制度によるもの
（　　　　　　                                 　　　　　　　　　　　　　）

・ 日常生活用具制度によるもの

家
族
構
成

氏　　　　　　名 生　　年　　月　　日 備　　考

 明・大・昭・平・令　　 年　　 月　　 日

 明・大・昭・平・令　　 年　　 月　　 日

 明・大・昭・平・令　　 年　　 月　　 日

 明・大・昭・平・令　　 年　　 月　　 日

 明・大・昭・平・令　　 年　　 月　　 日

 明・大・昭・平・令　　 年　　 月　　 日

 明・大・昭・平・令　　 年　　 月　　 日

麻痺や筋力の低下  1. ない　2. 左上肢　3. 右上肢　4. 左下肢　5. 右下肢　6. 握力低下　7. 四肢の欠損 （部位：　                　 　　　　　） 

関節の拘縮(可動域

制限)や痛み
 1. ない　2. 肩関節　3. 肘関節　4. 股関節　5. 膝関節　6. 足関節　7. その他 （部位：　　   　              　 　　　　　　　） 

歩行  1. つかまらないでできる　　2. 何かにつかまればできる （何か：　　　　　　　　）　3. 介助が必要　　4. できない 

移動(特に屋内）

立ち上がり  1. つかまらないでできる　　　2. 何かにつかまればできる　　　3. 介助が必要　　　4. できない 

洗面（調理でもよい）  1. できる　　　　2. 見守り等　　　　3. 一部介助　　　　4.全介助　　　　5. その他 （                        　　　　　  　　　　　 ）

排泄動作  1. できる　　　　2. 見守り等　　　　3. 一部介助　　　　4.全介助　　　　5. その他 （                      　　　　　　  　　　　　 ）

入浴動作  1. できる　　　　2. 見守り等　　　　3. 一部介助　　　　4.全介助　　　　5. その他 （                        　　　　　  　　　　　 ）

視力  1. 日常生活に支障なし　　　　　2. 日常生活に支障あり　　　　　3. 見えない

市 民 税 ・　固 定 資 産 税 課 税 状 況 確 認 確認者職氏名 ㊞　　
前 年 度 市 民 税 課 税 状 況 確 認 非課税 ・課税有

確 認 年 月 日 　　　  　　年　　　　月　　　　日世  帯  員  の  滞  納  の  有  無 無　・　有

助成額

申請見積額　(a) 認定見積額　(b) 助成率　(c) 　(d)=(b)×(c) 助成額(e)

円 円 ／
（　　　　　                      　　　　）　　　　　

円
円

円 円 ／
（　　　 　　　     　           　　　　）　　　　　

円

㊞　　

円

調査・確認事項 年月日 調査・確認者職氏名

㊞　　

 



様式第４号（第７条関係）

先に申請のありましたすこやか住宅リフォーム助成金の交付について上記のとおり決定しましたので通知します。

　　　　　年　　　月　　　日　　

岡山市長　　　　　　　　　　　　　　　㊞

1 住宅改造工事が完了したときは速やかに 「すこやか住宅リフォーム工事完了届」  （ 様式第１１号 ）により

福祉事務所に届け出てください。

2 助成額については，工事が完了し，市の工事完了検査において見積書，設計書どおりに工事が完了して

いることを確認後，施工業者に直接支払います。

3 自己負担額は，あなたと業者との契約に基づき支払ってください。

業者が市に助成額を請求できる期限 年 月 日

業者の名称
及び所在地

名 　称

所在地

注意事項

（*）住宅改造費の助成金の額は，第３条に定める助成対象工事に要する費用のうち，市長が本要綱に照らして適当と認める額の５分の３の額とする。ただし，助成対象
者が生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯に属する場合等においては，別に定める額とする。２　前項の助成額は６０万円を限度とする。

(**)要綱第4条第2項に規定する助成額について，介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費または岡山市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に規定する住宅改

修費 を受けることができる者は，助成額から２０万円を減額するものとし，４０万を限度 とする。

助 成 対 象
工 事 内 容

/

(*)要綱第4条第1項､第2項より
(b)×(c)＞60万円⇒60万円

(**)実施要領第7条第4項に該当する者
(d)-20万円

円 円

助　成　額
(助成額は千
円未満切捨）

申請見積額(a) 認定見積額(b) 助成率(c) (d)＝(b)×(c) 助成額(e)

円 円

対
象
者

氏　 　名 生 年 月 日 明・大・昭・平・令  　   年     月     日

現 住 所

施工場所

すこやか住宅リフォーム助成決定通知書

申請者氏名 様
交 付 番 号
発行年月日

岡　　第　　　号
　　年　月　日

 



様式第5号（第７条関係）

すこやか住宅リフォーム助成金の交付について上記のとおり決定しましたので通知します。

　　　　　年　　　月　　　日　　

岡山市長　　　　　　　　　　　　　　㊞

に請求及び受領の権限を委任します。

署名（代表者署名）または記名押印（代表者印押印）

　　　　　年　　　月　　　日　　 住所

署名または記名押印

完了確認年月日 　　　　年　　　　月　　　　日 完了確認者職氏名 ㊞

業者がこの券を市に提示し，助成額を請求できる有効期限 年 月 日

工事完了年月日 　　　　年　　　　月　　　　日 対象者氏名
署名または記名押印

申請者

氏名

受 任 者
名

業者の名称
及び所在地

名 　称

所在地

上記助成金については 受任者住所

（*）住宅改造費の助成金の額は，第３条に定める助成対象工事に要する費用のうち，市長が本要綱に照らして適当と認める額の５分の３の額とする。ただし，助成対象
者が生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯に属する場合等においては，別に定める額とする。２　前項の助成額は６０万円を限度とする。

(**)要綱第4条第2項に規定する助成額について，介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費または岡山市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に規定する住宅改

修費 を受けることができる者は，助成額から２０万円を減額するものとし，４０万を限度 とする。

助 成 対 象
工 事 内 容

/

(*)要綱第4条第1項､第2項より
(b)×(c)＞60万円⇒60万円

(**)実施要領第7条第4項に該当する者
(d)-20万円

円 円

助　成　額
(助成額は千
円未満切捨）

申請見積額(a) 認定見積額(b) 助成率(c) (d)＝(b)×(c) 助成額(e)

円 円

対
象
者

氏　 　名 生 年 月 日 明・大・昭・平・令  　   年     月     日

現 住 所

施工場所

すこやか住宅リフォーム助成券

申請者氏名 様
交 付 番 号
発行年月日

岡　　第　　　号
　　年　月　日

 



 



様式第７号(第９条関係)

様

１　改造工事内容の変更 ２　住宅改造費の変更

３　助成対象者要件非該当 ４　助成対象者の住所変更

５　改造家屋の変更 ６　天災地変

７　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ・浴室　  ・洗面所  　・便所  　・玄関  　・廊下  　・階段  　・居室  　・台所  　・外部

円

円

円

課　員 担当者

決裁日

起案日 　　　　　年　　　月　　　日  １　助成内容の変更を決定する

 ２　助成内容の変更を却下する

 　　理由は却下通知書のとおり

所　長 所長代理 所長補佐 係　長 主　任

　　　　　年　　　月　　　日

工
事
箇
所
及
び
金
額

変 更 後 の 見 積 額

当初申請時の見積額

差 額 増　・　減

上記申請に基づき本人面接調査及び家屋現況調査の結果，以下のとおり決定してよろしいか。

合わせて助成決定者 (非決定者 )へ変更決定 (却下 )通知書を送付し，業者へ先に送付した助成券と

引き換えに変更助成券を送付してよろしいか。

住民基本台帳調査及び対象者・世帯員の課税状況・納税状況調査に同意します。

また，調査のための申請の家屋への立入調査に同意します。

変
更
理
由

変更理由１，２の場合は以下を記入してください。

また，変更後の住宅改造工事計画書（図面等）及び工事見積書を添付してください。

変
更
内
容

℡　　　－

対　象　者

氏　　名 生年月日 明・大・昭・平・令  　   年     月     日

住　　所 ℡　　　－

施工場所 　岡山市

す こ や か 住 宅 リ フ ォ ー ム 助 成 変 更 申 請書

　　　　　年　　月　　日

岡 山 市 長

申　請　者
氏　　名

署名または記名押印

対象者との続柄

住　　所
〒　　　－　　　　

 



様式第８号（第９条関係）

 円 円

上記のとおりすこやか住宅リフォーム助成金の交付について変更決定しましたので通知します。

　　　　　年　　　月　　　日　　

1 先に送付したすこやか住宅リフォーム助成決定通知書は無効となります。

2 再度変更する場合は新たにすこやか住宅リフォーム助成申請をしていただくこととなります。

3 自己負担額は，あなたと施工業者との契約に基づき支払ってください。

4 助成額については，工事が完了し，市の工事完了検査において見積書，設計書どおりに工事が完了して

いることを確認後，施工業者に直接支払います。

5 住宅改造工事が完了したときは速やかに「すこやか住宅リフォーム完了届」(様式第11号)により福祉事務所

に届け出てください。

岡山市長　　　　　　　　　　　　　㊞

注意事項

業者が市に助成額を請求できる期限 年 月 日

業者の名称
及び所在地

名 　称

所在地

（*）住宅改造費の助成金の額は，第３条に定める助成対象工事に要する費用のうち，市長が本要綱に照らして適当と認める額の５分の３の額とする。ただし，助成

対象者が生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯に属する場合等においては，別に定める額とする。２　前項の助成額は６０万円を限度とする。

(**)要綱第4条第2項に規定する助成額について，介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費または岡山市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に規定する住

宅改修費 を受けることができる者は，助成額から２０万円を減額するものとし，４０万を限度 とする。

助 成 対 象
工 事 内 容

助成額（e）

円 円 円 /

(*)要綱第4条第1項､第2項より

(b)×(c)＞60万円⇒60万円

(**)実施要領第7条第4項に該当する者

(d)-20万円

助　成　額
(助成額は千
円未満切捨）

当初申請
見積額

変更後申請
見積額(a)

変更後認定
見積額(b)

助成率
(c)

(d)=(b)×(ｃ)

対
象
者

氏　 　名 生 年 月 日 明・大・昭・平・令  　   年     月     日

現 住 所

施工場所

すこやか住宅リフォーム助成変更決定通知書

申請者氏名 様
交 付 番 号
発行年月日

岡　　第　　　号
　　年　月　日

 



様式第９号（第９条関係）

 円 円

上記のとおりすこやか住宅リフォーム助成金の交付について変更決定しましたので通知します。

　　　　　年　　　月　　　日　　

　 　　　　に請求及び受領の権限を委任します。

署名（代表者署名）または記名押印（代表者印押印）

　　　　　年　　　月　　　日　　 住所

署名または記名押印

完了検査年月日 　　　　年　　　　月　　　　日 検査確認者職氏名 ㊞

上記助成金については 受任者住所

申請者

氏名

業者がこの券を市に提示し，助成額を請求できる有効期限 年 月 日

工事完了年月日 　　　　年　　　　月　　　　日 対象者氏名
署名または記名押印

岡山市長　　　　　　　　　　　　　㊞

注意事項
先に送付したすこやか住宅リフォーム助成券は無効となります。

受 任 者 名

業者の名称
及び所在地

名 　称

所在地

（*）住宅改造費の助成金の額は，第３条に定める助成対象工事に要する費用のうち，市長が本要綱に照らして適当と認める額の５分の３の額とする。ただし，助成

対象者が生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯に属する場合等においては，別に定める額とする。２　前項の助成額は６０万円を限度とする。

(**)要綱第4条第2項に規定する助成額について，介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費または岡山市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に規定する住

宅改修費 を受けることができる者は，助成額から２０万円を減額するものとし，４０万を限度 とする。

助 成 対 象
工 事 内 容

助成額（e）

円 円 円

(*)要綱第4条第1項､第2項より

(b)×(c)＞60万円⇒60万円

(**)実施要領第7条第4項に該当する者

(d)-20万円

助　成　額
(助成額は千
円未満切捨）

当初申請
見積額

変更後申請
見積額(a)

変更後認定
見積額(b)

助成率
(c)

(d)=(b)×(ｃ)

対
象
者

氏　 　名 生 年 月 日 明・大・昭・平・令  　   年     月     日

現 住 所

施工場所

すこやか住宅リフォーム変更助成券

申請者氏名 様
交 付 番 号
発行年月日

岡　　第　　　号
　　年　月　日

 



 



様式第11号（第10条関係）

月 年 日

岡山市長　　　　様

署名または記名押印

署名または記名押印

　　　　　　　　　年　　月　　日付け岡　　　　第　　　　号で決定通知のありました「すこやか

すこやか住宅リフォーム工事完了届

助成申請者

助成対象者

住所

氏名

工事完了年月日　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

記

住所

氏名

岡山市　

　　　　　　　　年　　月　　日付け岡　　　　第　　　　号で決定通知のありました「すこやか

住宅リフォーム助成」の改造工事が完了しましたので報告します。

※　添付書類　　完工写真

課 長 課長補佐 係 長 主 任 課 員主 幹 担 当 者

 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第９条関係） 

様式第８号（第９条関係） 

様式第９号（第９条関係） 

様式第１０号（第９条関係） 

様式第１１号（第１０条関係） 

様式第１２号（第１２条関係） 

様式第１３号（第１２条関係） 

様式第１４号（第１３条関係） 


